
�愛媛県告示第１７５４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり宇摩地区広域市町村圏組合の規約の

変更を許可した。

平成１４年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

組合を組織する地方公共団体から別子山村を除く。

２ 規約変更年月日

平成１５年４月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１４年１０月２３日
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�愛媛県告示第１７５５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、伊予三島市豊岡町土地改良区から認可申請のあった

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・五良野地

区）の計画の変更を平成１４年１０月２１日認可した。

平成１４年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７５６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、川内町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・則之内地区）の施

行に平成１４年１０月２１日同意した。

平成１４年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７５７号
松前町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・神崎地区）の施行は、適当と認められ

るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第

５項において準用する同法第８条第６項の規定により、次の

とおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・神崎地区）計画書の写し

� 松前町営土地改良事業の経費賦課徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成１４年１１月５日から１２月２日まで

３ 縦覧場所

松前町役場

�������
�愛媛県告示第１７５８号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第１３条第１項

の規定により、次のとおり牛ヨーネ病が発生した旨の届出が

あった。

平成１４年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

疑似患畜
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�愛媛県告示第１７５９
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき

網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように
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発生頭数 発生場所又は区域 発生年月日 その他参考となる
べき事項
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定める。

平成１４年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１４年１１月１日から１１月１４日まで

�愛媛県告示第１７６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
大洲市菅田町大竹字休場甲１１１１番２から

同町大竹字立石甲１０８１番５まで

旧 ６．６～１３．０ ０．２６７

新 １１．０～３１．０ ０．２６５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
大洲市菅田町大竹字休場甲１１１１番２から

同町大竹字立石甲１０８１番５まで
平成１４年１１月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和野村線
東宇和郡野村町大字大西１３３３番２から

同町大字鎌田２番２まで

旧 １１．４～２６．４ ０．０８８

新 １１．４～２６．４
８．５～１６．０

０．０８８
０．０７９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和野村線
東宇和郡野村町大字大西１３３３番２から

同町大字鎌田２番２まで
平成１４年１１月１日
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その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１４年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３２０号
宇和島市柿原字北平乙２３５番１０地先から

同字乙２５１番８地先まで

旧 １６．６～２５．５ ０．０１３

新 １９．３～３９．０ ０．０１３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３２０号
宇和島市柿原字北平乙２３５番１０地先から

同字乙２５１番８地先まで
平成１４年１１月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡西海町久家９００番２から

同町久家８５４番２まで

旧 ４．２～３５．８ ０．１５６

新 ４．２～３５．８
１１．８～４３．９

０．１５６
０．１５５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡西海町久家９００番２から

同町船越１５７８番まで
平成１４年１１月１５日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

今局建（開）第４号

平成１４年１０月１１日
越智郡大西町大字久王甲１５５５番２

今治市本町五丁目２番１０号
青 野 隆 義
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�愛媛県公安委員会規則第１６号
愛媛県警察行政不服審査手続に関する規則の一部を改正す

る規則を次のように定める。

平成１４年１１月１日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

愛媛県警察行政不服審査手続に関する規則の一部を改

正する規則

第１条中「警察署長」の下に「（高速道路交通警察隊長を

含む。第４条第２項において同じ。）」を加える。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公安委員会訓令第４号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次

のように定める。

平成１４年１１月１日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員

会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

別表２の１中�の表を�の表とし、�から�までの表を１
表ずつ繰り下げ、別表２の１に�の表として次の１表を加え
る。

� 各部長（共通事項）

別表２の２の�の表銃砲刀剣類所持等取締法施行令（昭和
３３年政令第３３号）の項専決事項の欄第１号中「第５条の７第

２項」を「第５条の８第２項」に改め、同項同欄第２号及び

第３号中「第５条の１０第１項」を「第５条の１１第１項」に改

める。

別表３銃砲刀剣類所持等取締法施行令の項専決事項の欄第

１号中「第５条の７第２項」を「第５条の８第２項」に改め

る。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表２の２

の�の表及び別表３の改正規定は、平成１４年１１月１４日から施
行する。

�愛媛県告示第１７６９号
次のとおり落札者を決定した。

平成１４年１１月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

松局伊土検（開）第３４号

平成１４年１０月１６日
伊予郡松前町大字恵久美字丸田６３０番１、６３０番４及び６４１番３

新居浜市新須賀町二丁目１番２２１号
伊 賀 上 順 央

松局建（開）第１２号

平成１４年１０月１７日
温泉郡重信町大字田窪字外分２０５４番８

八幡浜市１１３０番地
上 川 利 勝
上 川 義 弘

西局丹土（開）第１５号

平成１４年１０月２２日

東予市北条１５９２番、１５９３番１、１５９３番２、１５９４番、１６０１番、１６０２番
１、１６０３番１、１６０５番１、１６０５番３及び区域内水路

松山市美沢一丁目９番１号
ダイキ 株式会社
代表取締役 大 亀 文 夫

落札に係る物品等の名称及び
数量

契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

診断用模擬運転装置の借上げ
一式

愛媛県警察本部総
務室会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成１４年１０月２３日
三菱電機クレジット株
式会社関西支店
大阪府大阪市淀川区西
宮原二丁目７番３８号

１，４１７，５００円
（月額） 一般競争入札 平成１４年９月１０日

公安委員会規則

公安委員会訓令

法 令 専 決 事 項

行政手続法 １ 第５条第１項の規定による審査基

準の制定及び改廃

２ 第６条の規定による標準処理期間

の設定

３ 第１２条第１項の規定による処分基

準の制定及び改廃
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平成１４年１１月１日 印刷
平成１４年１１月１日 発行
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